
宮城県観光コンテンツ創出等支援事業補助金交付要綱 

  

（趣旨）  

第１条 県は、地域の特色を活かした持続可能な観光地づくりを促進するため、観光消費拡

大に資する観光コンテンツ創出に係る取組等に対して、予算の範囲内で宮城県観光コンテ

ンツ創出等支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとする。補助金の交

付に関しては、補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号。以下「規則」とい

う。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（定義）  

第２条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。  

（１）観光コンテンツ  

本県の地域資源を活用し、県内外から観光客の集客が見込まれる観光誘客のイベン

ト、ツアー造成や体験プログラム等で、補助金終了後も継続的な実施が想定されるも

のをいう。 

（２）磨き上げ 

変化する旅行形態や観光ニーズ等に対応するため、既存の観光コンテンツについて

県内外からの集客力が高まるよう新たな工夫や改善を行うこと。 

（３）イベント  

広く一般人が参加可能であり、会場周辺に賑わいが創出される事業であって、開催

地以外の市町村や県外から多くの観光客が訪れ、観光客に地域での消費を促すものを

いう。 

 

（補助対象者）  

第３条 補助金の交付対象者（以下「補助事業者」という。）は、補助金申請及び補助金の交

付対象となる事業（以下「補助事業」という。）を実施する時点において次の各号のいずれ

かに該当する者とする。 

（１）県内の市町村観光協会 

（２）県内の市町村商工関係団体 

（３）その他県内に活動拠点を有する観光振興に取り組む法人や団体（規約等により代表

者の定めがあり、財産の管理を適正かつ継続的に行うことができるものに限る。） 

 

（補助事業）  

第４条 補助事業は、別表第１のとおりとする。 

２ 補助金の交付は、同一事業について連続する３年度を上限とする。ただし、やむ得ない

理由がある場合はこの限りでない。 

３ 補助事業の実施に当たり県内市町村と連携していることを補助の要件とする。 



４ 前項に規定する連携とは、以下のいずれかをいい、補助事業が複数の市町村にまたがる

広域的な取組である場合は、関係する市町村全てと連携していることを要する。 

（１）市町村が補助事業者の構成員となっていること。 

（２）補助事業について共催、後援、協賛等の形で、市町村から協力を得ていることが外

形上明らかに判断できること。 

５ 次の各号に該当する事業は、補助事業としない。  

（１）物品の購入を主たる目的とする事業  

（２）補助金終了後の継続実施が見込まれない事業  

（３）補助金以外に国又は地方自治体など他からの補助を受ける事業 

（４）政治活動又は宗教活動と認められる事業  

（５）公序良俗に反する事業  

（６）その他、事業の目的、公益性、公平性などの観点から補助金の活用が相応しくない

と知事が判断した事業  

  

（補助金額）  

第５条 補助金額の上限及び補助率は、別表第１のとおりとする。  

２ 補助事業において、自己資金及び本補助金以外の収入が発生する場合は、補助事業に要

する経費の総額から当該収入額を控除した額と別表第１の補助金額を比較して少ない方を

補助金額とする。 

３ 算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。  

 

（補助対象経費）  

第６条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表第２のとお

りとし、かつ、補助事業の実施に直接必要な経費として明確に区分できるものに限るもの

とする。ただし、食糧費、経常的な経費、消費税及び地方消費税その他補助事業の目的に

合致しない経費は除く。 

 

（交付申請） 

第７条 規則第３条第１項の規定による補助金交付申請書の様式は、様式第１号によるもの

とし、その提出期限は知事が別に定める日とする。  

２ 規則第３条第２項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類

は、次のとおりとする。 

（１）事業計画書（様式第１号の２） 

（２）収支予算書（様式第１号の３） 

（３）支出金額の妥当性が確認できる書類（第三者による見積書等） 

（４）誓約書（様式第１号の４） 

（５）補助事業者の最新の定款・規約・会則等 

（６）県内市町村との連携状況が分かる書類 



（７）県税納付状況確認同意書（様式第１号の５） 

（８）その他補助事業の内容が確認できる関係書類 

（９）その他知事が必要と認める書類 

３ 次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付を申請することができない。 

（１）暴力団排除条例（平成２２年宮城県条例第６７号）に規定する暴力団又は暴力  

団員等 

（２）県税に未納がある者 

４ 知事は、前項第１号に規定する暴力団又は暴力団員等に関する事項について、県警

本部長宛て照会することができる。 

５ 知事は、第３項第２号に規定する県税の未納に関する事項について、県税事務所長

又は県税事務所の地域事務所長宛て照会することができる。 

 

（交付等の決定）  

第８条 知事は、補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、これを適正

と認めるときは、規則第４条の規定により交付の決定を行い、当該申請者に通知する。 

２ 知事は、補助金の交付が適当でないと認めたときは、その旨を申請者に通知する。 

 

（補助事業実施期間）  

第９条 補助事業は、交付決定を受けた後に着手し、補助金の交付決定を受けた日の属する

年度の２月末日までに完了しなければならない。 

２ 第１項の規定にかかわらず、交付決定を受けた年度の４月１日から交付決定までの間に

着手した事業についても、要件を満たす場合は補助事業の対象とし、補助金の交付決定を

受けた日の属する年度の２月末日までに完了しなければならない。 

３ 第１項及び前項に規定する補助事業の着手とは、補助事業に係る契約の締結をいう。 

４ 第１項及び第２項に規定する補助事業の完了とは、補助事業の内容及び全支出の完了を

いう。  

 

（交付の条件） 

第１０条 規則第５条の規定により付する条件は、次のとおりとする。 

（１）補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ様式第２号により

知事の承認を受けなければならない。ただし、交付決定額を増額することはできない。  

イ 補助事業の内容を変更しようとする場合（補助事業の目的に変更をもたらさない事業

計画の細部の変更は除く。 ） 

ロ 補助対象経費の総額の３０％を超える増額の変更をしようとする場合  

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、様式第３号により知事の承認を受

けなければならない。  

２ 知事は、前項各号の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の全部又は一部を取

り消し、又は変更することができる。  



３ 第１項及び前項に掲げるもののほか、知事は補助金の交付の目的を達成するために必要

な条件を付すことができる。 

   

（申請の取下げ）  

第１１条 第８条により交付決定の通知を受けた補助事業者は、補助金の交付決定の内容又

はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げるときは、交付

決定通知書を受理した日から１０日以内に、その旨を記載した書面を知事に提出しなけれ

ばならない。 

 

（状況報告）  

第１２条 規則第１０条の規定による報告は、様式第４号によるものとし、必要に応じ別途

知事が指示するところにより提出するものとする。 

 

（遅延の報告） 

第１３条 補助事業者は、やむを得ない事情により補助事業が交付決定通知書に記載の補助

事業実施期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに様

式第５号を知事に提出し、その指示を受けなければならない。 

 

（実績報告）  

第１４条 規則第１２条第１項の規定による補助事業実績報告書の様式は、様式第６号によ

るものとし、知事が必要と認める書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して３０

日以内又はその年度に属する２月末日までのいずれか早い日を期限として、知事に提出し

なければならない。ただし、知事は必要と認める場合に別途提出期限を定めることができ

る。 

 

（補助金額の確定） 

第１５条 知事は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合、その内容を審査し、

補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたとき

は、交付すべき補助金額を確定し、補助事業者に通知するものとする。 

２ 知事は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超

える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとす

る。 

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から２０日以内とし、期限内に納付

がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利１０．９５％

の割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

（補助金の交付） 



第１６条 補助金は、規則第１３条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとし、そ

の交付に係る請求書の様式は、様式第７号によるものとする。ただし、知事は、補助事業

の遂行上必要があると認めたときには、概算払をすることができる。 

２ 補助事業者は、前項ただし書の規定により補助金の交付を受けようとするときは、様式

第８号による補助金概算払請求書を知事に提出しなければならない。 

 

（交付決定の取消し）  

第１７条 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の

交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。  

（１）法令、この要綱若しくは規則又はこれらに基づく知事の指示若しくは命令に違反し

た場合  

（２）補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反した場合  

（３）偽りその他不正の手段によって補助金の交付を受けた、又は受けようとした場合  

（４）補助金を補助事業以外の用途に使用した場合  

（５）補助事業を遂行する見込みがなくなった場合  

２ 知事は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金の当該

取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を付してその返還を

命ずるものとする。  

３ 知事は、第１項に基づく取消しを行い、前項に基づく補助金の返還を命じる場合には、

その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて年利１０．９５％の割

合で計算した加算金の納付を合わせて命じるものとする。 

４ 前項に基づく補助金の返還については、第１５条第３項の規定を準用する。 

 

（情報管理及び秘密保持）  

第１８条 補助事業者は、補助事業の遂行に際し知り得た第三者の情報については、当該情

報を提供する者の指示に従い、又は特段の指示がないときは情報の性質に応じて、法令を

遵守し適正な管理をするものとし、補助事業の目的又は提供された目的以外に利用しては

ならない。なお、情報のうちその他の第三者の秘密情報（事業関係者の個人情報等を含む

がこれらに限定されない。）については、機密保持のために必要な措置を講ずるものとし、

正当な理由なしに開示、公表、漏えいしてはならない。  

２ 補助事業者は、補助事業の一部を第三者（以下「履行補助者」という。）に行わせる場合

には、履行補助者にも本条の定めを遵守させなければならない。補助事業者又は履行補

助者の役員又は従業員による情報漏えい行為も補助事業者による違反行為とみなす。  

３ 本条の規定は補助事業の完了後（廃止の承認を受けた場合を含む。）も有効とする。   

 

 （財産の管理及び処分制限） 



第１９条 補助事業者は、当該補助金の交付対象として取得した財産を善良なる管理者の注

意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って効果的に運用しなければならな

い。 

２ 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整備

し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日に属する会計年度の終了後５年間保存し

なければならない。 

３ 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で取得価格又は効用

の増加価格が５０万円以上のものを知事の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反

して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事

業者が補助金等の全部に相当する金額を県に納付した場合又は減価償却資産の耐用年数等

に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数を経過した場合は、この

限りではない。 

４ 補助事業者は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ様式第９号による財産

処分承認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

５ 知事は、第３項の承認をしようとする場合において、補助事業者に対して、別表３に定

める金額を県に納付させることができる。 

６ 第２項に規定する証拠書類等の保存期間が満了しない間に当該団体が解散する場合は、

その権利義務を承継するものに当該書類を引き継がなければならない。  

 

（書類の提出部数） 

第２０条 この要綱により知事に提出する書類の提出部数は、各１部とする。 

 

（電子情報処理組織による手続等） 

第２１条 この要綱に定める手続について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報

通信の技術を利用する方法により行うことができる。 

２ 前項の規定により、この要綱に定める手続を電子情報処理組織を使用する方法その他の

情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、情報通信技術を活用した行政

の推進等に関する条例（平成１７年宮城県条例第２８号）及び情報通信技術を活用した行

政の推進等に関する規則（兵士依１７年宮城県規則第７７号）の規定の例による。 

 

（その他）  

第２２条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、別に定める。  

  

  附 則 

１ この要綱は令和８年４月１日から施行し、令和８年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合

に、当該補助金にも適用するものとする。 

 



別表第１（第４条、第５条関係）  

 

【補助事業及び補助金額】  

補助事業  

補助金額 
事業区分  内容 

１  
観光コンテンツの新

規造成 

・観光客の継続的な来訪や長期滞在を促

進する観光コンテンツ創出 

・地域のブランド化に繋がり地域に収益

をもたらす観光コンテンツ創出  

・新たな旅行市場を開拓する観光コン

テンツ創出 

                など 

補助対象経費の１／２以内 

ただし、宿泊を伴うイベン

ト、ナイトタイムイベン

ト、早朝イベント等、長期

滞在につながる取組につい

ては、２／３以内 

（上限２，０００千円） 

２  
既存観光コンテンツ

の磨き上げ 

・既存観光コンテンツを活かした新たな

取組 

・既存観光コンテンツの販路拡大の取組 

・従前実施していない観光コンテンツの

情報発信、魅力発信やその他プロモー

ション 

・ガイド育成に向けた取組 

                など 

３ 

観光に係る広域連携

の取組（申請は補助

対象者の要件を満た

す主たる実施主体が

とりまとめて行うこ

と。） 

・複数の県内市町村にまたがって補助対

象者が行う上記１～２の取組 

補助対象経費の２／３以内 

（上限２，０００千円） 

４ 

地域の観光課題の解決

に向けた調査等（単に

組織内や法人内の諸課

題の解決を目的とする

ものを除く。） 

・地域の観光課題の解決のために要する

調査等の経費（現状把握及び課題解決

のための調査、分析、検討等） 

・専門家や有識者による助言や指導 

など 

補助対象経費の１／２以内 

（上限２，０００千円） 

※ 複数の市町村にまたがって行われる同一の補助事業について、複数の補助事業者

から重複して補助金の申請を行うことはできない。 

  



別表第２（第６条関係）  

 

【補助対象経費】  

区分  内容  

賃金 

会場設営や安全確保、受付など補助事業を実施するために補助事業のた

めに臨時的に雇い入れを行う場合の人件費  

※ 補助事業以外にも従事する職員・スタッフの任用を除く。 

※ 賞与、諸手当、社会保険料は除く。 

謝金 
専門家・アドバイザー、出演者等への謝金  

※ 補助事業者自身に含まれる者に対する謝金は除く。  

旅費 

専門家・アドバイザー、出演者等の移動に要する運賃や宿泊費  

※ 公共交通機関によらないタクシー代、レンタカー代、高速道路料金、

駐車場料金、ガソリン代などは除く。  

※ 補助事業者自身に含まれる者の移動に要する運賃や宿泊費は除く。  

広報宣伝費 
ポスター・チラシ等の印刷製本費、新聞や雑誌・宣伝デザイン料等の広

告料、案内・広報用の看板費など  

借料 会場使用料、機材の借上料など  

運搬費 運搬、郵送等に要する経費  

外注費 
直接実施できないもの、又は直接実施が適当でないものについて、他の

事業者に外注若しくは委託するために必要な経費  

保険料 イベントに係る保険、旅行傷害保険など  

物品購入費 

補助事業の実施に真に必要不可欠かつ他の事業者から借り上げて対応す

ることが困難な物品の購入に限る。 

※ 汎用性があり、目的外使用になり得る物品の購入費は除く。  

※ 物品購入に伴う送料は含めて差し支えない。 

※ 事業実施に係る経費については、事業実施年度の前年度に支出されたものを含む。 

※ 工事や施設整備費等のいわゆるハード事業については対象外 

※ その他補助対象経費に計上するにあたり疑義が生じた場合は、必ず事前に協議するこ

と。 

 

 

 

 

  



別表３ 財産処分時の財産処分納付額（第１９条関係） 

財産処分納付額 

１ 有償譲渡に係る納付額は、処分制限財産に係る補助金額を上限とし

て、譲渡額（ただし、当該譲渡額が残存簿価相当額又は鑑定評価を行

った場合の鑑定評価額に比して著しく低価である場合において、その

理由を合理的に説明することができないときは、残存簿価相当額又は

鑑定評価額）に補助率（補助金交付額が事業額に占める割合その他の

適切な比率。以下同じ。）を乗じて得た額とする。 

２ 転用、無償譲渡、無償貸付け、交換、取壊し又は廃棄の場合の納付

額は、残存簿価相当額に補助率を乗じて得た額とする。ただし、鑑定

評価を行う場合には、鑑定評価額に補助率を乗じた金額と前記の金額

で高い方とする。 

３ 担保に供する処分における担保権実行時の納付額は、１における有

償譲渡の場合と同じ額とする。 

 


